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同族会社の留保金課税について、対象となる法人を同族関係者１グループで株式等５０％超保有
の会社のみに限定し、残る同族性の高い対象法人についても、内部留保に対する控除額を大幅に
引き上げることにより、平均並の配当を行えば課税されなくなる抜本改正を行い、中小企業に不可欠
な内部留保の充実を図る。

［現行制度］

対象法人 ： 同族関係者３グループで株式等５０％超保有

［改正後］

対象法人 ： 同族関係者１グループで株式等５０％超保有

＜改正の効果＞ 課税対象の限定、留保控除の大幅引上げにより、中小企業にとって不可欠な内部留保の充実が図られる。

留保控除（以下の最も多い額）

①所得基準：所得等×35%

②定額基準：1500万円

③積立金基準：資本金×25%-利益積立金

留保控除

課税対象

内部留保

支払配当

法人税等 44.6%

4.8%

50.6%

中小企業平均

不適用措置（17年度末が期限）

①設立後１０年以内の中小企業者

②中小企業新事業活動促進法の経営革新
計画承認企業

③自己資本比率50%以下の中小法人

所
得
等

留保控除

内部留保

支払配当

法人税等 44.6%

4.8%

50.6%

中小企業平均

所
得
等

平均並の配当で
課税されなくなる

留保控除（以下の最も多い額）

①所得基準：所得等×50%
（大企業は所得等×40%）

②定額基準：2000万円

③積立金基準（変更なし）

④自己資本比率基準：自己資本比率
30%到達までの額(中小法人のみ)

35%

50%
不適用措置（18年度末が期限）

①中小企業新事業活動促進法の

経営革新計画承認企業

１．同族会社の留保金課税制度の抜本的見直し （法人税）

※税額＝［所得等－（法人税等＋支払配当）－留保控除］×税率（10～20％）

改正の概要
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来年５月施行の新会社法において、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化され、一方で
最低資本金要件の撤廃等により個人事業者が法人形態を選択することが容易化。このため、従来
損金算入が認められていなかった臨時給与（ボーナス）について、あらかじめの定めがあれば損金
算入を認めることとする一方、実質一人会社（低所得の会社等を除く）について、節税目的の法人成
りを抑制する観点から損金算入方法を適正化する。

２．役員給与の損金算入のあり方の見直し （法人税）

改正の概要

＜改正の効果＞

(1)いわゆる定期定額要件の緩和

［現行］
一月以内の期間を単位として、定期的に
同一の額を支給する役員給与を損金算入

［改正後］
あらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を
支給する役員給与を損金算入（年２回のボーナス等）

(2)実質一人会社の社長報酬の損金算入に係る適正化
［現行］
個人事業者が法人形態をとれば、ｵｰﾅｰ社長報酬につき、法人段階で
損金算入、個人段階で給与所得控除が利用可能（「経費の二重控除」）。
新会社法で最低資本金要件等が撤廃、節税目的の法人成りが容易化。

［改正後］
実質一人会社※のｵｰﾅｰ社長報酬につき、給与所得控除相当分を、
法人段階で損金不算入とする。
※同族関係者で株式の90%以上保有し、常務に従事する役員の過半を占める会社
※適用除外：①所得（課税所得とｵｰﾅｰ社長報酬の合計額）が800万円以下の場合、
②所得3000万円以下で、社長報酬の占める比率が1/2以下の場合

中小企業のニーズに応じた役員給与の支給、節税のための法人成りの抑制が可能となる。

損 金 算 入

損金不算入

１
月

６
月

12
月

１
月

６
月

12
月

１
月

６
月

12
月

例）毎月支給 例）四半期毎支給

損 金 算 入損 金 算 入

あらかじめの定めがあれば損金算入可能
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中小企業は我が国の構造改革を担う雇用・産業の原動力。依然として厳しい経済環境の中、モノ
作り基盤技術を担う企業など意欲ある中小企業の設備投資の活性化を図ることが引き続き不可欠。
このため、中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一層の向上を実現するため、ソフト
ウェアを対象に追加するなどの拡充を行った上で中小企業投資促進税制を延長する。

３．中小企業投資促進税制の拡充・延長 （法人税、所得税、住民税）

＜改正の効果＞

ソフト・ハード両面からの情報化投資をはじめとして、中小企業の前向きな投資を後押しする本税制により、

中小企業の設備投資が活性化され、生産性の向上が図られる。

【延長後の対象設備等】

（１）全ての機械・装置

（２）「電子計算機」「デジタル複合機」の器具・備品２品目

（３）ソフトウェア

（４）普通貨物自動車（車両総重量3.5㌧以上）

（５）内航船舶（取得価額の75%が対象）

①ソフトウェアを対象に追加

②器具・備品の対象品目の拡充

以下の拡充を行った上で、２年間延長（税額控除７％、特別償却３０％）。

［生産性向上に寄与するソフトウェア投資の例］

＜ＣＡＤ/ＣＡＭソフト（コンピュータ設計・製造支援）：金属加工業等＞
［課題］多品種少量生産のため、試作品製造に相当のコスト・時間が必要。
［効果］コンピュータ上で作業を進めることにより、実際に製造する試作品
数の削減と部品数の削減が可能となり、コスト削減・納期短縮に成
功。

＜運行管理ソフト：運輸業＞
［課題］乗車率の向上や空車両の減少による経費削減。
［効果］コンピュータ上で配車予約、乗務員別、車両別の売上集計が可能
となるほか、乗務員の日報作成・請求書作成が迅速化し、大幅な業
務効率の向上を達成。

中小企業の生産性向上に資する情報化投資を支援するため、 器具・

備品の対象品目を見直し、従来からの対象品目である電子計算機に

加え、デジタル複合機を追加。

中小企業の生産性向上に資するソフトウェア投資が大企業に比べ不十分であること等を踏まえ、ソフトウェアを対象に追加。

改正の概要
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わが国経済の活性化には、地域経済や雇用の担い手である中小企業の活発な経済活動が不可
欠。中小企業の事務負担を軽減するとともに、小規模企業を中心に設備投資を促進する効果を有す
る３０万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例の延長を行う。

４．中小企業者等の少額減価償却資産特例の延長 （法人税、所得税）

平成１５年度改正で創設された少額減価償却資産の損金算入特例（資本金１億円以下の中小企業者等が３０
万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入（即時償却）を認める制度）について、特例の適用対象
となる損金算入額の上限を年間３００万円※とした上で、２年間延長する。

特例を利用した中小企業の資本金階級別社数

１千万円超～３千万円
27,411社（19%）

１千万円以下
98,043社（68%）

３千万円超～５千万円
12,101社（8%）

５千万円超～１億円
6,702社（5%）

その他
252社（0%）

（資料）「平成16年中小企業実態基本調査」（中小企業庁）
（備考）法人企業のみ。

（単位：社）

調査企業約150万社のうち、

144,509社が利用
（全中小企業の１割に該当）

・中小企業の約１割が本措置を活用。そのうち資本金１千万円以下の小規模
企業が約７割を占めており、小規模企業に積極的に活用されている。

・中小企業の約１割が本措置を活用。そのうち資本金１千万円以下の小規模
企業が約７割を占めており、小規模企業に積極的に活用されている。

本措置が延長されることにより、中小企業の事務負担の軽減に資するとともに、小規模企業を中心に設備投資が促進される。

＜改正の効果＞

※特例利用企業の約９割は年間損金算入額300万円以下

改正の概要

少額減価償却資産特例の利用企業分布（資本金１億円以下の法人企業）
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損金算入金額（万円）
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（資料）「平成16年中小企業実態基本調査」（中小企業庁）

特例利用企業の約１割特例利用企業の約９割
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５．産業競争力のための情報基盤強化税制の創設 （法人税、所得税、住民税、事業税）

○情報セキュリティ強化と国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された
情報システム投資を促進し、情報基盤を強化するための税制上の措置を講ずる。

（税額控除（10％）又は特別償却（50％）の選択適用）

【対象投資の内容】

① OS※及びこれと同時に設置されるサーバー
② データベース管理ソフトウェア※及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
③ ファイアーウォール※ （①または②と同時に取得されるものに限る）

※ISO/IEC 15408に基づいて評価・認証されたもの。

（注１）年間投資額：資本金１億円以下 ３００万円以上（資本金１０億円以上：１億円以上、資本金１億円超１０億円以下：３,０００万円以上）
（注２）資本金１億円以下の法人については、リース投資も税額控除の対象。（リース費用の総額：４２０万円以上）
（注３）適用期限は２年間。
（注４）税額控除について、法人税額の２０％相当額を限度とし、控除限度超過額については１年間の繰越しを認める。

高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業間の情報共有・活用を促進し、
抜本的に国際競争力を強化する。

＜改正の効果＞

制度の概要

部門や企業を越えた情報資産の共有・活用及び情報セキュリティ対策は未だ不十分。このまま
では、競争力の低下及び社会全体の情報セキュリティリスクが顕在化するおそれ。したがって、情
報セキュリティを確保しつつ競争力を強化するための新税制を創設する。中小企業については、そ
の実態に応じた投資をサポートすべく、年間投資額要件を低く設定するとともに、リースの適用を
認めることとする。
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６．創業５年以内の中小企業者に対する欠損金の繰戻し還付措置の延長 （法人税）

欠損金の繰戻し還付措置は平成４年度から適用停止中で
あるが、創業５年以内の中小企業に適用される１年間の繰
戻し還付措置を２年間延長する。

我が国経済を活性化するため、新産業・新事業の創出に寄与する中小・ベンチャー企業の一層の
発展が重要。このため、事業基盤が脆弱な創業間もない中小・ベンチャー企業の資金繰り難を緩和
するため、欠損金の繰戻し還付措置を延長する。

制度利用企業におけるメリット

72.1%

22.1%

5.7%
3.3% 2.5%

32.8%

4.9%
6.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1 2 3 4 5 6 7 8

（回答内容）

（複数回答（％））

運転資金を確
保できた

設備投資資金
を確保できた

取引先開拓資
金を確保でき
た

新規事業開拓
資金を確保で
きた

研究開発資金
を確保できた

借入金の返済
資金を確保で
きた

その他 無回答

主に資金繰りの安定化に活用

（資料）中小企業庁「中小企業税制に関するアンケート」（平成17年3月）
（備考）同制度利用企業122社からの回答（複数回答）

※欠損金の繰越期間は７年間（恒久措置）

本措置の延長により、事業基盤が脆弱な創業間もない中小・ベンチャー企業の資金繰り難の緩和が図られる。

＜改正の効果＞

800

800
（法人税額
＝176）

200

400

前事業年度 当事業年度

①1000の欠損
が発生

③還付
（176）

②繰戻し

翌事業年度

（200）

欠損金の繰越
の対象

＜所得金額＞

＜所得金額＞

今回延長
される措置

＜欠損金額＞

欠損金の繰戻し還付措置の仕組み

600

【単位：万円】

改正の概要
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７．中小企業の事業承継の円滑化に資する税制の整備（物納手続の改善） （相続税）

中小企業は付加価値を生み出す経済活力の原動力。それが、相続税の過重な負担のために次世
代に継承されないことは、我が国経済にとって大きな損失。そのため、キャッシュに乏しい中小企業
の事業承継の円滑化のため、自社株式の物納に係る許可基準を緩和するなど手続を改善する。

許可基準の緩和等の手続の大幅改善により自社株式の物納が増加

し、キャッシュに乏しい中小企業の事業承継の円滑化に資する。

○物納許可基準の緩和・明確化
・これまで不明確だった物納不適格財産を法令で限定・明確化。

取引相場のない株式については譲渡制限株式のみが物納不適

格とされ、それ以外の株式の物納は、業績等を問わずに認める。

○物納手続の迅速化・明確化
・物納許可に係る審査期間（原則３ヶ月以内）の法定

・物納手続に必要な書類の明確化及び提出期限の法定 等

○その他納税者の利便の向上等
・延納中に延納困難となった場合に物納を認める制度の創設 等

取引相場のない株式の物納について

現行の管理処分（許可）要件 改正後の管理処分（許可）要件

＜不適当＞
：基準を通達で規定
・譲渡に関して定款に制限が
ある場合
・売却できる見込みのない場
合

＜適当＞
○買受確認書が提出されて
いる場合
※評価資料（注１）の提出が必要

○優良法人（注２）で売却が確
実に見込まれる場合
※有価証券届出書等の提出につい
ての発行会社の協力確認が必要

＜不適当＞
：法令で限定的に規定
取引相場のない株式に特有のも
のとしては譲渡制限株式のみ

＜適当＞
不適当要件に該当しなければ
すべて物納可能

※但し、売却時に必要となる手
続書類を提出する旨の確約
は必要
①要請があれば有価証券届出書及
び目論見書又は有価証券通知書
を提出する旨の確約書の提出
＋

②評価資料を提出する旨の確約書
の提出

（注１）評価資料
①貸借対照表（直前期） ②損益計算書（直前期） ③営業報告書（直前期） ④利益処分報告書（直近二期）
⑤財務諸表附属明細書（直前期） ⑥その他必要資料
（注２）優良法人の業績要件
①直近二期の当期利益がマイナスとなっていない、②直近二期の総資本経常利益率・売上高経常利益率・
総資本回転率のうち２つが同業種平均超、③直近二期において配当可能利益有、のいずれも満たすこと

一
般
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
（買
受
申
出
が
あ
っ
た
場
合
）
に
よ
る
売
却

※
有
価
証
券
届
出
書
等
（競
争
入
札
の
場
合
）及
び
評
価
資
料
の
提
出
が
必
要

※許可判断に数年要するケース有 ※許可判断は原則３ヶ月以内と法定

売却時

取引相場のない株式の物納について

現行の管理処分（許可）要件 改正後の管理処分（許可）要件

＜不適当＞
：基準を通達で規定
・譲渡に関して定款に制限が
ある場合
・売却できる見込みのない場
合

＜適当＞
○買受確認書が提出されて
いる場合
※評価資料（注１）の提出が必要

○優良法人（注２）で売却が確
実に見込まれる場合
※有価証券届出書等の提出につい
ての発行会社の協力確認が必要

＜不適当＞
：法令で限定的に規定
取引相場のない株式に特有のも
のとしては譲渡制限株式のみ

＜適当＞
不適当要件に該当しなければ
すべて物納可能

※但し、売却時に必要となる手
続書類を提出する旨の確約
は必要
①要請があれば有価証券届出書及
び目論見書又は有価証券通知書
を提出する旨の確約書の提出
＋

②評価資料を提出する旨の確約書
の提出

（注１）評価資料
①貸借対照表（直前期） ②損益計算書（直前期） ③営業報告書（直前期） ④利益処分報告書（直近二期）
⑤財務諸表附属明細書（直前期） ⑥その他必要資料
（注２）優良法人の業績要件
①直近二期の当期利益がマイナスとなっていない、②直近二期の総資本経常利益率・売上高経常利益率・
総資本回転率のうち２つが同業種平均超、③直近二期において配当可能利益有、のいずれも満たすこと

一
般
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
（買
受
申
出
が
あ
っ
た
場
合
）
に
よ
る
売
却

※
有
価
証
券
届
出
書
等
（競
争
入
札
の
場
合
）及
び
評
価
資
料
の
提
出
が
必
要

※許可判断に数年要するケース有 ※許可判断は原則３ヶ月以内と法定

売却時

＜改正の効果＞

改正の概要
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８．交際費の損金算入の特例の延長及び課税の範囲の明確化 （法人税）

（１）損金算入の特例の延長

資本金１億円以下の企業に限って認められている交際費

の損金算入特例を２年間延長する。

（２）交際費の課税上の範囲の明確化

交際費の範囲については、政令や通達等で定められてい

るが、会議費等の隣接費用との区分が不明確であることから、

隣接費用としての計上を税務署に否認される事例も多く、従

来よりその解釈や運用をめぐり様々な議論が存在。中小企業

の事業の円滑化のため、課税の範囲の明確化を行う。

＜改正の効果＞ 交際費の損金算入特例の延長と課税範囲の明確化が実現することにより、販売促進の手段が限られ

ている中小企業の事業活動の円滑化が図られる。

交際費は原則として損金不算入とされているが、販売促進の手段が限られている中小企業にとっ
て、その事業活動に不可欠な交際費が損金として認められることは非常に重要。また、交際費の範
囲については、会議費等の隣接費用との区分が明確でないなど様々な議論が存在。中小企業の事
業活動を円滑化するため、交際費について、中小企業に限って認められている損金算入の特例措
置を延長するとともに、課税の範囲の明確化を行う。

実務上、一人当たり３千円が交際費と会議費等の区分の目安とされていたところ、交際費とは別に一人当たり
５千円以下の飲食費（役職員の間の飲食費を除く）について損金算入を認めることを明確化する。

実務上、一人当たり３千円が交際費と会議費等の区分の目安とされていたところ、交際費とは別に一人当たり
５千円以下の飲食費（役職員の間の飲食費を除く）について損金算入を認めることを明確化する。

損金不算入
適用対象法人

損金算入限度額等 備考

資本金5,000万円超 全額損金不算入
　　　　　　5,000万円以下 定額控除（300万円）
            1,000万円以下 定額控除（400万円）
資本金5,000万円超 全額損金不算入
　　　　　　5,000万円以下 定額控除（300万円）×90%
            1,000万円以下 定額控除（400万円）×90%
資本金5,000万円超 全額損金不算入
　　　　　　5,000万円以下 定額控除（300万円）×80%
            1,000万円以下 定額控除（400万円）×80%
資本金5,000万円超 全額損金不算入
　　　　　　5,000万円以下 定額控除（400万円）×80%
　　　　資本金１億円超 全額損金不算入
　　　１億円以下 定額控除（400万円）×90%

＜最近の交際費課税制度の改正＞

拡充

昭和57年度

平成６年度

平成10年度

平成14年度

平成15年度

－

縮減

縮減

拡充

※交際費支出総額3.5兆円（平成15年分）

改正の概要
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９．中小企業技術基盤強化税制（税額控除割合上乗せ措置）の見直し・強化 （法人税、所得税、住民税）

我が国経済の活性化に向け、中小企業がその機動性・独創性を活かして取り組む研究開発への
積極的な取組を支援するため、中小企業技術基盤強化税制の恒久的措置に加え、研究開発投資の
増加額について、控除率の優遇を講じる。

改正の概要

○中小企業技術基盤強化税制

試験研究費総額の１２％を税額から控除する（恒久的措置）。

○試験研究費の増加額に係る税額控除制度（２年間の措置）

→上記恒久的措置に、増加型の税額控除制度を統合し、増加額に対し
て追加的に５％を税額控除。
なお、比較試験研究費は、直近の３事業年度の試験研究費の平均（※１）。
また、直近２事業年度よりも当年の試験研究費が多いことが条件（※２）。

この結果、増加分に対して合計１７％の税額控除となる。

研究開発投資の増加に対する税額控除の拡充を通じ、我が国の中小企業の研究開発投資の一層の
増大を図り、激化する国際競争に勝ち抜く産業競争力を実現。

【総額型（恒久的措置）と増加型を統合】

統

合

試験
研究費

Ｔ

増加分

比較試験
研究費
（※1）

前3事業年度
の平均

１７％
＜増加型＞

１２％
＜総額型＞

適用控除割合

Ｔ－１Ｔ－２Ｔ－３

（※2） （※2）

（年）

＜改正の効果＞
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10．その他の中小企業関係税制

（３） 特定の事業用資産の買換の場合の課税の特例措置の延長（法人税・所得税）

【概要】 多額の費用を要する集団化事業の促進を目的として、集団化事業を実施した中小企業者の自己資本を充実させるた
めに、一定要件の下、事業用用地等の資産の買換えを行った場合に発生する売却資産（旧資産）の譲渡益に対する
課税を取得資産（新資産）の処分時まで繰延べることを認める措置を延長する。

【効果】 大規模な事業場等の移転を伴う集団化事業は、多額の費用を要する。そのため、本特例措置により、事業に参加す
る中小企業者の自己資本が充実し、集団化事業の促進が図られる。

（１） 適格退職年金制度から特定退職金共済制度への年金資産の非課税移換措置

【概要】 特定退職金共済制度について、年金受給者に対する受給権保護を担保する仕組みを法律上位置づけた上で、平成
24年３月末で廃止予定となっている適格退職年金制度から特定退職金共済制度へ年金資産を非課税で移換するた
めの所要の措置を講ずるべく検討を進める。

【効果】 中小企業の従業員の生活の安定と福祉の向上を図る。

（２） 中心市街地活性化法改正に伴う所要の税制措置 （相続税）

【概要】 法律に基づく中心市街地活性化に係る事業計画に協力する形でテナント配置等に努力する地権者等の取組が、土地
の財産評価に反映されるよう、法律改正の概要・制度等を周知する措置を講じる。

【効果】 中心市街地における商店街の空き店舗対策は重要であり、にぎわいの回復を目指したテナント配置等の取組が財産
評価に反映されることで、地権者の参加が促され、中心市街地の活性化が図られる。

（４） 中小企業等協同組合法改正に伴う所要の措置 （法人税、所得税等）

【概要】 中小企業組合における組合運営の規律強化、共済事業の健全性・透明性の確保及び中小企業組合の活動の円滑
化を内容とする中小企業等協同組合法改正に伴い、事業協同組合の行う共済事業の見直し等に併せて、既存の税
制措置の取扱いについて整備を行う。


